
2022 フクシマアピール

東電福島第一原発の過酷事故から１１年が過ぎました。いまだに立ち入ることのできない帰還困難区域も

広範囲に残り、放射能に汚染された森林、原野の除染は手つかずのままです。一方では、復興拠点の避難

指示解除が次々と進められています。関係自治体は、住民の帰還を期待し、町の整備や企業誘致などを進

めていますが、帰還を断念した住民も多く課題は山積しています。

国は今年4月、原発事故後から行ってきた、避難指示区域等の住民の医療・介護保険料や医療費の窓口

自己負担分の免除等の措置を、2023年度から段階的に廃止することを決定しました。原発事故によって生活

を奪われた人々の健康及び生活の保障は、事故を起こした国と東電の責務であり、被害者の当然の権利で

す。被災者の生活再建支援や健康への保障の打ち切りを許してはなりません。さらには、被ばくを強いられた

すべての人々の健康保障をさせていかなければなりません。

7月22日、原子力規制委員会は、東電が認可申請していた福島第一原発の処理水を海洋放出するための

実施計画を正式に認可しました。東電は、すでに認可前から、海底の地下トンネルからの海洋放出に向けて

の様々な環境整備工事や準備を着々と進めています。私たちは強い怒りをもって抗議します。

昨年4月に処理水の海洋放出方針が決定された以降も、反対及び慎重な対応を求める世論は依然として

多く、国民の理解は得られていません。今年6月下旬には、全国漁業組合連合会も福島県漁業組合連合会も、

改めて処理水の海洋放出への断固反対を表明しています。国も東電も「海洋放出による人や海産物等への

影響は極めて軽微であり健康上の影響はない」としていますが、長期にわたる海洋放出の生態への影響も懸

念され、国民の理解を得ることはできません。国と東電は、「ALPS処理水は、関係者の理解なしにはいかなる

処分もしない」という、漁業者をはじめとする関係者と交わした約束をしっかり守るべきです。

国も東電も「海洋放出は待ったなしの状況」と言っていますが、まだ検討の余地はあります。東電の示してい

る廃炉作業に伴う敷地利用計画は、将来的に使う使用済み核燃料の保管施設や燃料デブリの一時保管施

設等に充てるというもので、まったく緊急性はありません。さらに汚染水発生の抑制も、水位を管理しながら地

下水の建屋流入をなくし、雨水は屋根の設置とフェーシング等でさらなる抑制ができます。また、タンクの増設

場所も、フランジタンク解体で確保でき、予備タンクの活用等で、数年はこのまま陸上保管は継続可能です。

東電は、これらを真摯に検討し直し、海洋放出によらないより安全な汚染水対策を示すべきです。

国も東電も「廃炉と復興の両立」を掲げています。今行おうとしている処理水の海洋放出は、事故で被害を

強いた人々の犠牲の上に廃炉を進めることに他なりません。私たちは、海洋放出の強行を許しません。海洋

放出を止めましょう。

岸田政権は、電力不足を回避するために、原発の再稼働を進めることを公言しています。また、カーボンゼ

ロに向けて原発は必要とし、老朽化原発の稼働期間の再延長や原発の新増設も提言しています。私たちは、

原発の再稼働、新増設を許してはなりません。フクシマの悲劇を二度と繰り返させてはなりません。私たちは、

改めて東電福島第一原発事故がもたらした深刻な被害の現実にしっかりと向き合い、世代を超えて共に考え、

伝え、福島から全国、全世界に訴えます。

私たちは、全国、全世界の反核・脱原発運動と連帯します。国と東電の責任を厳しく問い、被害者支援の

切り捨てを許さず、原発事故被害者の人権と補償の確立を求める運動を強めます。ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ

・チェルノブイリをはじめ、世界の核被害者と連帯します。「核と人類は共存できない」ことを原点に、原発も核

も戦争もない平和な社会の実現に向け前進しましょう。
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